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建設行政に関する最近の話題

令和６年６月
国土交通省

不動産・建設経済局 建設業課
入札制度企画指導室
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＜就業者数ピーク＞ ＜建設投資ボトム＞ ＜最新＞

○建設業就業者： 685万人（H9） → 504万人（H22） → 483万人（R5）

○技術者 ： 41万人（H9） → 31万人（H22） → 38万人（R5）

○技能者 ： 455万人（H9） →   331万人（H22） →  304万人（R5）

○ 建設業就業者は、55歳以上が36.6％、29歳以下が11.6%と高

齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
※実数ベースでは、建設業就業者数のうち令和４年と比較して

55歳以上が5万人増加（29歳以下は増減なし）。

出典：総務省「労働力調査」を基に国土交通省で算出

出典：総務省「労働力調査」（暦年平均）を基に国土交通省で算出

技能者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行

（※平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値）

建設業就業者の現状

建設業：３割以上が５５歳以上

全産業（５５歳以上）

建設業：２９歳以下は１割

全産業（２９歳以下）
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建設産業における働き方の現状

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」
年度報より国土交通省作成

建設業について、年
間 の 出 勤 日 数 は 全
産業と比べて12日多
い。また、年間の総実
労働時間は全産業と
比べて68時間長い。

出典：国土交通省「適正な工期設定による
働き方改革の推進に関する調査」
（令和５年５月31日公表）
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11.7% 12.7% 42.2% 18.5% 14.1%
0.9%

25.3% 17.5% 45.7% 6.3%4.5%
0.7%

建設業における平均的な休日の取得状況

9.5% 7.2% 34.2% 23.2% 24.0%
1.9%

公共工事の方が、「4週8休(週休2日)以上」の割合が高い

全体

公共工事
の受注が
ほとんど

民間工事
の受注が
ほとんど

14日

12.8% 11.8% 38.5% 19.1% 16.9%
0.8%

27.9% 14.6% 46.2% 5.7%5.3%
0.4%

8.1% 5.9% 31.1% 25.7% 28.4% 0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4週8休(週休2日)以上 4週7休程度 4週6休程度 4週5休程度 4週4休程度以下 不定休

技術者

技術者

技能者

技能者

技能者

技術者

「4週6休程度」が最多 技術者・技能者ともに
４週８休(週休２日)の
確保ができていない場
合が多い。
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建設業の働き方改革の取組
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出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」
パートタイムを除く一般労働者

○これまでの働き方改革の取組によって、
建設業の労働時間は他産業よりも大きく減少したが、なお高水準。

○令和６年４月から適用となる時間外労働の上限規制に的確に対応
するとともに、将来にわたって担い手を確保していくため、
働き方改革に取り組む必要。

1.規制内容の周知徹底

・ リーフレットや会議等で、建設業界、発注者へ周知・要請
・ 一般国民にも動画等によって周知･啓発

３. 適正な工期設定
・ 中央建設業審議会が「工期に関する基準」を策定（R2)、
→ 基準を踏まえた適正工期の設定を自治体･民間発注者へ働きかけ

・ 直轄土木工事において、作業不能となる猛暑日分の工期延長
の取扱いを明確化
・ 国交大臣と建設業４団体が４週８閉所など
適正工期に取り組むことを申合せ
・ 厚労省と連携して実地調査し、是正指導

・ 労働時間削減のノウハウ等を整理した好事例集を作成･横展開
・ 直轄工事における工事関係書類の簡素化

２.公共工事における週休２日工事の対象拡大
〔直轄〕 令和５年度は原則すべての工事で実施
〔都道府県〕 令和６年度から原則100％を目指す
〔市町村〕 国と都道府県が連携して導入拡大を働きかけ

■建設業者向けリーフレット
（厚生労働省）

■動画：はたらきかたススメ特設サイト
■建設業４団体との申合せ

４.生産性の向上

3

最近の働き方改革の取組

産業別年間実労働時間

建設業

全産業

(▲50)
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工期に関する基準 改正の概要（令和６年３月）
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建設業生産労働者の賃金推移（年間）

建設業の担い手確保に向けた賃上げ施策（これまで）

○ これまで、公共工事設計労務単価の引上げをはじめ、
様々な取組によって、建設分野の賃金は着実に上昇。

○ 賃上げは政府の最重要課題。

○ 今後も、未来を支える担い手の確保のため、必要とされる
技能や厳しい労働環境に相応しい賃上げに取り組む必要。

○１.２万社を対象に元下間の取引を調査。（毎年度）

加えて、約160社を対象に受発注者間及び元下間の取引
を実地調査（令和５年度）

→ 調査に基づき、賃金上昇が阻害されないよう指導。

最近の賃上げ施策

建設業団体等との賃上げ等に関する意見交換会

労働者への賃金支払いの確保

○公共工事設計労務単価を基に技能レベル別の年収を試算･発表。
→ 能力に応じた処遇、キャリアパスの見える化を目指す。

○国土交通大臣と建設業４団体のトップで申合せ（R６.3)

・技能者の賃上げについて「５％を十分に上回る上
昇」を目標とすること

○ダンピング受注対策として、
・低入札価格調査基準の計算式について､国は､令和４年度
から一般管理費等率を引上げ。

・同内容の取組を自治体に要請。全都道府県が国並み以上。

発注者・元請間での賃金原資の確保（公共中心）

○取引実態に即した公共契約・変更。
・最新の単価を予定価格に反映。
・材料費変動に伴う請負代金額の変更（スライド条項）。

（万円）

（参考）

全産業労働者（非正規除く）

５０８万円

○「労務費の適切な転嫁のための価格
交渉に関する指針」を踏まえた対応
を関係団体へ要請。

○公共工事設計労務単価を１２年連続で引上げ。

※コンサルタント等の技術者単価や建物の保守・点検業務等の労務単価も引上げ

（＋５．９％）

（円）

H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2  R3  R4  R5  R6

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３ R４ R５
※R2以降は「生産労働者」の区分が廃止されたため、建設業の「建設・採掘従事者」、

「生産工程従事者」、「輸送・機械運転従事者」を加重平均して「生産労働者」の額を推計

出典：官邸HP
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日 時：令和6年3月8日 7:55～8:15

出席者：岸田内閣総理大臣、斉藤国土交通大臣、新藤経済財政政策担当大臣、宮﨑厚生労働副大臣、

松村防災担当大臣・国土強靱化担当大臣、村井内閣官房副長官、森屋内閣官房副長官、

矢田内閣総理大臣補佐官、森内閣総理大臣補佐官、古谷公正取引委員会委員長

出席団体：日本建設業連合会 、全国建設業協会、全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会

建設業団体との賃上げ等に関する意見交換会（R6.3.8）

開催概要

技能者の賃上げについて、「５％を十分に上回る上昇」を目標

とすること、

働き方改革について、労働時間規制の導入を踏まえて、

「必要な対応に万全を期す」こと

を国土交通省と建設業団体との間で申し合わせ。

岸田内閣総理大臣から、

建設業について、未来への前向きな新３Ｋ、「給与がよく、休暇

が取れ、希望が持てる産業」に変えていかなければならない

申合せに沿った賃上げの強力な推進についてお願いするほか、

官民挙げて「成長型経済」への転換を図り、建設業の担い手確

保と持続的な発展につなげてまいりたい との発言。
意見交換会の様子

出典：官邸HP
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中建審・社整審基本問題小委員会（令和５年審議）について

▲ 令和５年９月８日 第５回会議の様子

５月２２日 第１回会議 基本問題小委員会における検討内容について

６月２９日 第２回会議 請負契約の透明化による適切なリスク分担等について

７月２７日 第３回会議 教育関係者からのヒアリング等

８月２３日 第４回会議 これまでの議論の整理と対応の方向性について

・請負契約の透明化による適切なリスク分担

・適切な労務費や賃金行き渡りの確保・担保

・魅力ある就労環境を実現する働き方改革と生産性向上

中間とりまとめ（案）について

９月 ８日 第５回会議 中間とりまとめ（案）について

９月１９日 中間とりまとめ

※50音順・敬称略

委 員

スケジュール

現下の課題である資材価格高騰や時間外労働規制等に適切に対応しつつ、適正な請負代金・工期が確保された請負契
約の下で、適切に建設工事が実施される環境づくりのために必要な実効性ある対策を具体化するため、実務に精通し
た関係者を交え、令和５年５ 月より議論を実施。

（学識者等）
井出 多加子（成蹊大学経済学部教授）
榎並 友理子（日本IBM 株式会社執行役員公共事業統括部長）
惠羅 さとみ（法政大学社会学部准教授）
大森 文彦（弁護士・東洋大学法学部名誉教授）
小澤 一雅（東京大学大学院工学系研究科教授）【委員長】
蟹澤 宏剛（芝浦工業大学建築学部教授）
岸上 恵子（公認会計士）
楠 茂樹（上智大学法学部教授）
西野 佐弥香（京都大学大学院工学研究科准教授）
浜田 沙織（株式会社ワーク・ライフバランス取締役）
堀田 昌英（東京大学大学院工学系研究科教授）

（受注者側）
青木 富三雄（一般社団法人住宅生産団体連合会環境部長兼建設安全部長）
荒木 雷太（一般社団法人岡山県建設業協会会長・一般社団法人全国建設業協会前副会長）
岩田 正吾（一般社団法人建設産業専門団体連合会会長）
小倉 範之（全国建設労働組合総連合書記次長）
東 佳樹（一般社団法人日本建設業連合会総合企画委員会政策部会長）

（発注者側）
仲田 裕一（一般社団法人不動産協会企画委員長）
松島 進（東京都建設局企画担当部長）
丸山 優子（株式会社山下ＰＭＣ代表取締役社長）
渡邊 美樹（独立行政法人都市再生機構本社住宅経営部次長）
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建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に
関する法律の一部を改正する法律案（概要）

・建設業は、他産業より賃金が低く、就労時間も長いため、担い手の確保が困難。

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和４年）

（ 参 考 １ ） 建 設 業 の 賃 金 と 労 働 時 間

建 設 業 ※ 4 1 7 万 円 / 年 2 , 0 2 2 時 間 / 年
全 産 業 4 9 4 万 円 / 年 1 , 9 5 4 時 間 / 年

（ 参 考 ２ ） 建 設 業 就 業 者 数 と 全 産 業 に 占 め る 割 合 (  ) 内

[ H 9 ] 6 8 5 万 人 （ 1 0 . 4 ％ ） ⇒  [ R 4 ]  4 7 9 万 人 （ 7 . 1 ％ ）

背景・必要性

出典：総務省「労働力調査」を基に国土交通省算出

処遇改善
労務費への
しわ寄せ防止
働き方改革・
生産性向上

労働時間の適正化
現場管理の効率化

担い手の確保

持続可能な建設業へ

資材高騰分の転嫁

賃金の引上げ

・建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしていけるよう、時間外労働規制等にも対応しつつ、
処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組む必要。

（ ＋ 3 . 5 % ）（ ▲ 1 5 . 6 % ）

※賃金は「生産労働者」の値
出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」（令和４年度）

法案の概要
１．労働者の処遇改善

○労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化
国は、取組状況を調査･公表、中央建設業審議会へ報告

○標準労務費の勧告
・中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成･勧告

○適正な労務費等の確保と行き渡り
・著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止

国土交通大臣等は、違反発注者に勧告･公表 （違反建設業者には、現行規定により指導監督）

○原価割れ契約の禁止を受注者にも導入

○契約前のルール
・資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象（リスク）の情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化
・資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化

○契約後のルール
・資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努力義務※

※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務

２．資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

３．働き方改革と生産性向上
○長時間労働の抑制

・工期ダンピング対策を強化（著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止）
○ICTを活用した生産性の向上

・現場技術者に係る専任義務を合理化（例．遠隔通信の活用）

・国が現場管理の「指針」を作成（例．元下間でデータ共有）

特定建設業者※や公共工事受注者に効率的な現場管理を努力義務化 ※ 多くの下請業者を使う建設業者

・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化（ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可）

技術者が、カメラ映像を確認し、現場へ指示

8

令和６年３月８日閣議決定
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改正法案① 処遇改善

（１）建設業者の責務、取組状況の調査

（２）労務費（賃金原資）の確保と行き渡り

（３）不当に低い請負代金の禁止

○ 労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化

○ 総価での原価割れ契約を受注者にも禁止
（現行） 注文者は、地位を利用して、原価割れ契約をしてはならない。

○ 中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成･勧告

○ 著しく低い労務費等※による見積り提出（受注者）や見積り変更依頼
（注文者）を禁止 ※ 施工に通常必要な労務費等を著しく下回るもの

違反して契約した発注者には、国土交通大臣等が勧告･公表
（違反して契約した建設業者(注文者･受注者とも)には、現規定により、指導･監督）

労務費確保のイメージ

国は、建設業者の取組状況を調査･公表、
中央建設業審議会に報告

（処遇改善の施策）

Ｐ

D
C

A

PDCA

【国】
取組状況を調査･公表

【国】
中央建設業審議会への報告

（施策の見直し）

【建設業者】
処遇確保に努力

賃金

２次下請の
技能労働者

自社
経費

労務費

著しく
下回る
見積り･
契約を
禁止

労務費

下請
経費

自社
経費

著しく
下回る
見積り･
契約を
禁止

労務費


ఏ

ௌ
ਜ
ા


中
央
建
設
業
審
議
会
が
勧
告

下請
経費

自社
経費

材料費

元請

１次下請

２次下請

注
文
者

受
注
者

見積り変更依頼

見積り提出

著しく低い労務費
は禁止
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改正法案② 資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止

契約前のルール

○ 資材高騰に伴う請負代金等の「変更方法」を
契約書の法定記載事項として明確化

○ 受注者は、資材高騰の「おそれ情報」を
注文者に通知する義務

なし

あり

契約変更条項

41
％

59
％

（出典）国土交通省「適正な工期設定等による
働き方改革の推進に関する調査」（令和４年度）

契約後のルール

資材高騰等が顕在化したとき

○ 契約前の通知をした受注者は、注文者に請負代金等
の変更を協議できる。

受注者注文者

「変更方法」に従って
請負代金変更の協議

誠実な協議に努力

期待される効果

資材高騰分の転嫁協議が円滑化、労務費へのしわ寄せ防止

注文者は、誠実に協議に応ずる努力義務※

※ 公共発注者は､協議に応ずる義務

契約書
第○条 請負代金の変更方法

・ 材料価格に著しい変動を生じたと
きは、受注者は、請負代金額の変更
を請求できる。

・ 変更額は、協議して定める。

受注者

「資材高騰のおそれあり」

注文者

10
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改正法案③ 働き方改革と生産性向上

（２）生産性向上（１）働き方改革
① 工期ダンピング※対策を強化

※ 通常必要な工期よりも著しく短い工期による契約

中央建設業審議会が「工期の基準」を作成･勧告

○ 新たに受注者にも禁止
（現行）注文者は､工期ダンピングを禁止

② 工期変更の協議円滑化

○ 受注者は、資材の入手困難等の「おそれ情報」
を注文者に通知する義務

（注）不可抗力に伴う工期変更は、契約書の法定記載事項（現行）

○ 上記通知をした受注者は、注文者に工期の
変更を協議できる。

注文者は、誠実に協議に応ずる努力義務※

※ 公共発注者は、協議に応ずる義務

(参考) 工期不足の場合の対応

１位 作業員の増員 25％
２位 休日出勤 24％
３位 早出や残業 17％

違反した建設業者には、指導･監督

４割超

① 現場技術者の専任義務の合理化

② ICTを活用した現場管理の効率化

○ 国が現場管理の「指針」を作成

○ 公共発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化
（ICT活用で確認できれば提出は不要に）

特定建設業者
※
や公共工事受注者に対し、

効率的な現場管理を努力義務化
※多くの下請け業者を使う建設業者

3,500万

4,000万

政令の額

（従前）

専任不要

専任

（請負額）

（R5.1 引上げ済）

（条件を満たす場合）

兼任可

営業所専任技術者の

兼任不可

（注）請負額の基準額は、建築一式工事にあっては２倍の額

（改正案）

専任不要

営業所専任技術者の
兼任可

専任

【主な条件】

・兼任する現場間移動が容易

・ICTを活用し遠隔からの
現場確認が可能

・兼任する現場数は一定以下

＜例＞遠隔施工管理

設計図
・

現場写真発注者

（請負額）

元請業者

下請業者

＜例＞ 元下間のデータ共有

（出典）国土交通省「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査」（令和４年度）

契
約
前

契
約
後
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